
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二
九

公
　
　
　
告

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
二
九

業
者
の
指
定
の
取
消
し

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
三
三
〇

の
届
出

○
換
地
処
分
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
一

○
建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し
（
十
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
一

○
基
本
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
四

○
基
本
測
量
の
終
了
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
四

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
四

正
　
　
　
誤

○
平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日
付
第
二
千
百
二
十
七
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
三
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
落
合
・
湯
沢
地
区
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お

り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
縦
覧
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
同
年
六
月
十
六
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日
か
ら
七
月
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
二
百
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
中
川
字
小
石
原
三
十
二
番
九

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
　
最
小
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

五
十
・
九
八
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指

定
の
取
消
し

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
五
条
の
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
者
に
つ
い
て
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
し
た
事
業
者
の
名
称
等

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
二
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

五
月
十
九
日

第
二
千
百
三
十
五
号

木　曜　日



事
業
者
の
名

事
業
者
の
所
在

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在

サ
ー
ビ
ス
介
護
保
険
事

称

地

地

の
種
類

業
所
番
号

株
式
会
社
イ

甲
府
市
伊
勢
四

訪
問
看
護
ス
テ

甲
府
市
伊
勢
四

訪
問
看
護
一
九
六
〇
一

ズ
ム

丁
目
二
一
番
八

ー
シ
ョ
ン
う
さ

丁
目
二
一
番
八

・
介
護
予
九
〇
一
七
九

号

ぎ

号
　
コ
ン
ド
ウ

防
訪
問
看

ビ
ル

護

三
　
処
分
の
内
容

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
付
け
山
梨
県
指
令
中
北
福
第
一
万
三
千
二
百
四
十
三
号
の
指
定
に
係
る

事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
す
。

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

三
年
九
月
十
九
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

１
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
フ
ォ
レ
ス
ト
　
代
表
取
締
役
　
多
田
高
志

２
　
住
所
　
東
京
都
八
王
子
市
南
大
沢
二
丁
目
二
十
五
番
二
百
九
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
富
士
河
口
湖

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
字
白
木
四
千
二
百
八
十
六
番
一
外

２
　
変
更
し
た
事
項

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
　
　
更
　
　
前

変
　
　
更
　
　
後

（
仮
称
）
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
富
士
河
口
湖
フ
ォ
レ
ス
ト
モ
ー
ル
富
士
河
口
湖

（二）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
後
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
変
更
後
の
住
所

て
は
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
海
株
式
会
社
　
代
表
取
静
岡
県
駿
東
郡
長
泉
町
下
長
窪
三
百
三
番
地

締
役
　
寺
嶋
晋

一

株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や
　
代
表
取
締
役
　
堀
山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
三
番
十

込
丹

八
号

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
　
代
表
取
締
役

東
京
都
府
中
市
若
松
町
一
丁
目
三
十
八
番
地

才
津
達
郎

の
一

有
限
会
社
富
士
　
代
表
取
締
役
　
藤
本
博
之
山
梨
県
富
士
吉
田
市
中
曽
根
四
丁
目
五
番
十

五
号

志
村
義
久

山
梨
県
富
士
吉
田
市
大
明
見
九
百
六
十
六
番

地
五

株
式
会
社
パ
ス
テ
ル
　
代
表
取
締
役
　
鈴
木
福
島
県
郡
山
市
島
一
丁
目
二
十
八
番
五
号

和
彦

赤
羽
貴
之

長
野
県
上
伊
那
郡
箕
輪
町
大
字
中
箕
輪
三
千

七
百
三
十
番
地
四
百
七
十
五

ジ
ャ
パ
ン
ホ
テ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
　
代
兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
海
岸
通
三
丁
目
二
番

表
取
締
役
　
森
山
治
俊

十
六
号

ゴ
ト
ウ
技
建
有
限
会
社
　
代
表
取
締
役
　
後
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
千
九

藤
則
男

百
七
十
二
番
地
六

イ
リ
ュ
ウ
商
事
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

東
京
都
世
田
谷
区
経
堂
四
丁
目
五
番
十
号

多
田
直
樹

株
式
会
社
桔
梗
屋
　
代
表
取
締
役
　
中
丸
輝
山
梨
県
笛
吹
市
一
宮
町
坪
井
千
九
百
二
十
八

江

番
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

三
三
〇



株
式
会
社
大
創
産
業
　
代
表
取
締
役
　
矢
野
広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
丁
目
四
番

博
丈

十
四
号

株
式
会
社
ミ
ヤ
マ
　
代
表
取
締
役
　
深
山
一
千
葉
県
千
葉
市
中
央
区
仁
戸
名
町
二
百
番
地

行

一

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
四
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

'

換
地
処
分
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
木
戸
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
施
行
委
員
長
宮
澤
正
樹
か
ら
換
地

処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
地
区
名

市
川
三
郷
町
下
木
戸
地
区

二
　
換
地
処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
三
年
五
月
十
一
日

三
　
換
地
処
分
を
し
た
土
地
の
権
利
者
数

十
六
人

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
野
中
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
山
寺
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
野
中
惠

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
七
六
二
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ

工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
四
月
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
深
沢
木
工
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
小
林
千
四
百
九
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
深
澤
昭
八

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
二
）
第
八
一
七
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ミ
サ
ワ
ホ
ー
ム
イ
ン
グ
山
梨
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
三
千
百
二
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
古
屋
保
巳

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
一
）
第
八
七
八
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

三
三
一



事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
四
月
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
山
梨
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
販
売
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
宝
一
丁
目
四
番
十
三
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
梅
原
香

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
二
）
第
九
五
〇
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
及
び
管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
四
月
四
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ア
ー
ニ
ス
ト

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
上
町
九
百
番
地
七

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
金
子
倫
也

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
一
）
第
九
四
〇
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
坂
本
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
山
梨
市
三
富
徳
和
六
十
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
坂
本
武

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
六
四
二
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
土
屋
木
工

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
須
玉
町
大
蔵
三
十
七
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
土
屋
陽
仁

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
九
二
四
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

三
三
二



第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
美
創
石
川

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
身
延
町
下
山
八
千
九
百
三
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
石
川
今
朝
良

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
二
九
七
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
ツ
チ
ヤ
電
工

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
上
野
二
千
五
百
六
十
三
番
地
四

３
　
清
算
人
の
氏
名
　
土
屋
強

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
七
一
四
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
五
味
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
上
町
千
二
十
三
番
地
九

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
五
味
健
二

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
三
一
六
五
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ

ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係

る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
マ
ル
ト
ミ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
笛
吹
市
石
和
町
中
川
千
五
百
三
十
九
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
赤
星
章
博

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
一
）
第
七
四
七
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ

ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工

事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業

の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

三
三
三



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
城
北
建
設

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
曲
輪
田
千
百
九
十
一
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
平
山
繁
男

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
七
五
三
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
イ
イ
ダ
建
工

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
塩
山
下
於
曽
四
百
六
十
番
地
一

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
八
巻
佐
知
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
一
）
第
九
四
一
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
三
年
四
月
七
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三

年
四
月
二
十
五
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の

通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
「
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）」
修
正
測
量

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
三
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
山
梨
県
内
全
域

'

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三

年
四
月
四
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
基
盤
地
図
情
報
（
標
高
・
オ
ル
ソ
）
作
成
業
務
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
二
年
四
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
南
都
留
郡
鳴
沢
村
、
南
巨
摩
郡
南
部
町
、
甲
府
市
及
び
南
巨
摩
郡
身
延
町

'

基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三

年
四
月
十
九
日
付
け
で
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
本
測
量
（
機
動
観
測
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
富
士
吉
田
市
、
南
都
留
郡
鳴
沢
村

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
中
曽
根
二
丁
目
七
九
八
の
一
、
七
九
八
の
四
、
八
〇
四
の
一
、
八
〇
四
の
三
、
八
〇

五
の
一
、
八
〇
五
の
二
、
八
〇
六
、
八
〇
九
、
八
一
〇
の
七
及
び
八
一
一
の
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
中
曽
根
一
丁
目
三
番
四
十
三
号
　
有
限
会
社
吉
田
屋
　
代
表
取
締
役
　
山
口
　
佐
知

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

三
三
四



正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○
　
平
成
二
十
三
年
四
月
十
八
日
山
梨
県
告
示
第
二
百
六
号
（
道
路
の
区
域
変
更
）

二
七
九

上

四

平
成
　
　
　
年
　
月
　
日

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

三
三
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
十
五
号
　
　
平
成
二
十
三
年
五
月
十
九
日

三
三
六


